
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人中嶋真治の上告理由について。

　原審が適法に認定した事実関係のもとにおいて、本件土地賃貸借契約が賃借人で

ある上告人Ａの債務不履行を理由とする解除により終了した旨の原審の判断は正当

であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

　上告代理人馬場秀郎の上告理由について。

　借地法六条一項の規定は、同条二項が賃貸人の異議について正当の事由があるこ

とを要件とする趣旨に照らし、みずからの債務を履行しない不誠実な賃借人を保護

するためのものではなく、したがつて賃借人の債務不履行による土地賃貸借契約解

除の場合には適用がないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当

として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することが

できない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。
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